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婦人部「小物作り」ご案内

はじめての方大歓迎です

 日 程 ６月 １日（火）

 場 所 民商会館２階

 会 費 １，０００円

事業主の皆様へ

労働保険年度更新手続きはお早めに！

労働保険年度更新及び一般拠出金申

告・納付手続きはお済みでしょうか。

申告書の提出と保険料の納付は、

今年度は７月１２日が期限です。

新潟労働局 労働保険徴収課

コ
ロ
ナ
対
策
で
補
正
予
算
決
定
市
議
会
臨
時
議
会

臨
時
市
議
会
が
５
月
１
８
日
に
開
か
れ
、
国
の
臨
時
交
付
金

を
使
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
経
費
を
計
上

し
た
総
額
６
，
２
５
３
万
９
千
円
の
一
般
会
計
補
正
予
算
案
な

ど
を
審
議
決
定
し
ま
し
た
。

補
正
予
算
に
盛
り
込
ん
だ
の
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

1

昨
年
１
２
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
任
意
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
へ
の
助
成
を
６
５
歳
未
満
の
基
礎
疾
患
が
な
い
市
民

に
広
げ
る
（
１
回
３
，
０
０
０
円
を
上
限
に
１
人
２
回
ま

で
）

2

交
通
手
段
の
な
い
高
齢
者
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
片
道

１
，
０
０
０
円
を
上
限
に
タ
ク
シ
ー
代
２
往
復
を
助
成

3

市
内
の
旅
館
業
支
援
と
し
て
当
面
新
潟
県
民
を
対
象

に
大
人
５
，
０
０
０
円
、
こ
ど
も
３
，
０
０
０
円
を
割
引

4

要
介
護
３
以
上
の
高
齢
者
へ
の
訪
問
理
美
容
費
助
成

（
１
回
３
，
０
０
０
円
を
上
限
に
４
回
ま
で
）

宿
泊
支
援
は
あ
り
が
た
い
が
直
接
補
償
を
の
声
も

宿
泊
支
援
の
発
動
時
期
に
つ
い
て
質
問
し
た
松
崎
議
員
に

対
し
て
相
馬
商
工
観
光
課
長
は
「
状
況
を
見
て
決
め
る
」
と
答

弁
、
県
の
宿
泊
支
援
事
業
の
発
動
に
習
っ
て
実
施
す
る
方
向
を

示
し
ま
し
た
。

宿
泊
業
者
な
ど
か
ら
は
「
い
つ
実
施
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な

い
、
持
続
化
給
付
金
の
地
域
版
な
ど
を
や
っ
て
も
ら
っ
た
ほ
う

が
い
い
」
な
ど
の
声
が
出
て
い
ま
す
。

記
事

松
崎
会
長
よ
り

経済センサスについて

６月１日から「経済センサス・活動調

査」がはじまります。

先週も民商に数名「経済センサス」の

書類をもって「なんかこんげながんきた

んさ」と相談にきました。

会員さんは「出さんていいろ」といっ

ていましたが、コロナ渦の経済がどうな

っているのかも含め作成して提出しま

しょうと書類の作成をしました。

中
小
法
人
・個
人
事
業
者
の
た
め
の
「
月
次
支
援
金
」

緊
急
事
態
措
置
・
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
影
響
緩
和

給
付
額



中
小
法
人

上
限
２
０
万
円
／
月



個
人
事
業
者
等

上
限
１０
万
円
／
月

２
０
１
９
年
ま
た
は
２
０
２
０
年
の

基
準
月
の
売
上
‐
２
０
２
１
年
の
対
象
月
の
売
上

給
付
対
象

緊
急
事
態
措
置
又
は
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
に
伴
う
飲

食
店
の
休
業
・
時
短
営
業
又
は
外
出
自
粛
措
の
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と

緊
急
事
態
措
置
又
は
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
が
実
施
さ

れ
た
月
の
う
ち
措
置
の
影
響
を
受
け
て
月
間
売
上
が
２
０
１

９
年
ま
た
は
２
０
２
０
年
の
同
じ
月
と
比
べ
て
５
０
％
以
上

減
少
し
て
い
る
こ
と

申
請
期
間



４
月
分
／
５
月
分

２
０
２
１
年
６
月
中
下
旬
～
８

月
中
下
旬



６
月
分

２
０
２
１
年
７
月
１
日
～
８
月
３
１
日

申
請
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
必
要

書
類
も
持
続
化
給
付
金
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

た
だ
し
、
申
請
に
は
登
録
確
認
期
間
に
「
事
前
確
認
」
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
（
２
回
目
以
降
は
事
前
確
認
不
要
）

個人、法人と若干

記入欄が違います

が、簡単に作成でき

ます。


